
旭川市老人クラブ運営費補助要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は，老人クラブの健全な運営を図るため，市が老人クラブに対して交 

 付する補助金の交付基準及びその手続きを定め，老人クラブ活動を充実させることに 

 より，高齢者福祉の増進に資することを目的とする。 

 （補助対象者） 

第２条 この要綱に定める補助の対象は，別表第１の旭川市老人クラブ運営基準（以下 

 「運営基準」という。）に定める要件を備える団体であって，老人クラブ認可申請書 

 （様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて市長に届け出たもので，老人クラブ 

 認可通知書（様式第２号）により，市長が老人クラブとして認可したものとする。た 

 だし，補助金の交付を受けようとする年度の４月１日現在において，運営基準の２（３） 

 に定める会員数に満たない団体にあっては，申立書（様式第２号の２）を市長に提出 

 し，市長が特別な事情があると認めた場合に限り，補助の対象とする。 

 (1) 会則又は規約 

 (2) 役員名簿 

 (3) 調書 

 (4) 会員名簿 

 (5) 活動実施計画書 

 (6) 収支予算書 

 （補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は，運営基準の３及び４に定める老人クラブの運営及び活動（以

下「補助事業」という。）に要する経費のうち，報償費，旅費，需用費，役務費，使

用料及び賃借料，備品購入費とする。 

 （補助金の額） 

第４条 補助金の額は，当該年度の予算の範囲内で，別表第２に定める基準額と補助対

象経費とを比較して少ない方の額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，年度の途中において新設又は解散した老人クラブに対す 

 る補助金の額は，第２条又は第 12 条の規定による認可又は解散の日の属する月に応じ 

 て月割により計算した額とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは，老人クラブ運営費補助金交付申

請書（様式第３号）に次の各号に掲げる書類を添えて，市長に対し，その定める時期

までに提出しなければならない。 

 (1) 役員名簿 

 (2) 調書 

 (3) 会員名簿（内容確認のみ） 

 (4) 活動実施計画書及び資金計画書 

 (5) 収支予算書 

 （補助金交付の決定） 



第６条 市長は，補助金交付の申請に関する書類を審査のうえ，適当と認めるものにつ 

 いては，補助金の交付を決定し，老人クラブ運営費補助金交付決定通知書（様式第４ 

 号。以下「交付決定通知書」という。）により，当該老人クラブに通知するものとす 

 る。 

２ 市長は，補助金の交付にあたって，その目的を達成するため，条件を付すものとす 

 る。 

３ 市長は，第１項の規定により，補助金の交付を決定した後において，老人クラブの 

 責めに帰すべき事情による場合を除き，天災その他特別な事情により補助事業の全部 

 又は一部を遂行することができなくなったとき，又はその必要がなくなったときは， 

 補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は当該決定の内容を変更するこ 

 とができるものとする。ただし，補助事業のうち既に経過した期間に係る部分につい 

 ては，この限りでない。 

４ 市長は，補助金を交付しないことを決定したときも，その旨を書面により，当該老 

 人クラブに通知するものとする。 

 （申請の取下げ） 

第６条の２ 補助金の交付決定を受けた老人クラブは，前条第１項に定める通知を受け 

 た場合において，当該通知内容に不服があるときは当該通知を受けた日から起算して 

 １５日を経過した日までに，補助金交付の申請を取り下げることができる。ただし， 

 市長が特に必要と認める場合は，この期間を短縮し，又は延長することができる。 

２ 前項に規定する取り下げがあったときは，取り下げた申請に係る補助金の交付の決 

 定はなかったものとみなす。 

 （実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた老人クラブは，補助事業が終了したときは速やかに 

 老人クラブ運営費補助金事業実績報告書（様式第５号。以下「実績報告書」という。） 

 に，次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 地域を豊かにする活動報告書 

(2) 活動実施報告書 

(3) 収支決算書 

(4) 支出を証する書類の写し（ただし，抽出による確認により，添付に替えることが

できるものとする。） 

 （補助金の額の確定） 

第８条 市長は，前条の規定による実績報告書の提出があったときは，その内容を審査 

 し，補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは，交付す 

 べき補助金の額を確定し，老人クラブ運営費補助金交付確定通知書（様式第６号。以 

 下「確定通知書」という。）により当該老人クラブに通知するものとする。ただし， 

 補助金の交付確定額が，第６条第１項に定める補助金交付決定額と同額の場合は確定 

 通知書による通知を省略することができる。 

２ 市長は，実績報告書の提出があった場合において，当該実績報告書に係る補助事業 

 の成果が補助金の交付の決定に適合しないと認めたときは，老人クラブに対して，そ 

 の理由を提示して，これに適合させるための措置を講ずるよう指示するものとする。 



 （補助金の交付方法及び概算払） 

第９条 補助金は，前条第１項に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 

 ただし，市長が特に必要があると認めた場合は，補助金交付決定額の全部又は一部に 

 ついて，概算払をすることができる。 

２ 老人クラブが前項ただし書の規定により概算払を必要とするときは，老人クラブ運

営費補助金交付申請書の所定の欄に，概算払希望額及び希望時期並びに概算払を必要

とする理由を記載し，また，活動実施計画書及び資金計画書の所定の欄に必要事項を

記載して提出しなければならない。 

３ 市長は,第５条に規定する交付申請時において,前項の規定による概算払の申請があ 

 ったときは，当該申請の内容を審査し，概算払することが適当と認められるときは， 

 交付決定通知書により，概算払額及び交付予定時期を当該老人クラブへ通知するもの 

 とする。 

 （補助金の目的外使用の禁止） 

第 10 条 老人クラブは，当該補助金をその目的以外に使用してはならない。 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第 11 条 老人クラブが補助金交付の条件に違反し，又は補助することが不適当と認めら 

 れる事実があったときは，市長は理由を提示して，補助金交付の決定を取り消し，又 

 は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずるものとする。 

２  市長は，第８条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において， 

 すでに概算払によりその額を超える補助金が交付されているときは，その返還を命ず 

 るものとする。 

３ 第１項の規定は，補助の対象となる事業について交付すべき補助金の額の確定があ 

 った後においても適用するものとする。 

４ 第１項の規定により補助金交付の決定を取り消し又は補助金の返還を命ずるとき 

 は，その旨を書面により当該老人クラブに通知するものとする。 

 （解散の承認） 

第 12 条 老人クラブが解散するときは，速やかに，老人クラブ解散承認申請書（様式第 

 ７号）を市長に提出し，その承認を得なければならない。 

 ２市長は，前項の申請があった場合は，承認の適否を決定し，当該老人クラブに通知

するものとする。 

 （変更の承認） 

第 13 条 老人クラブが，補助金の交付決定後において，次の各号の一に該当するときは， 

 遅滞なく老人クラブ変更承認申請書（様式第８号）を市長に提出し，その承認を得な 

 ければならない。 

 (1) 代表者を変更するとき 

 (2) クラブ名を変更するとき 

 (3) 会則又は規約を改正するとき 

 (4) 集合場所を変更するとき 

 (5) 活動内容を大幅に変更するとき 

２ 市長は前項の申請があった場合は，承認の適否を決定し，当該老人クラブに通知す



るものとする。 

 （延滞金） 

第 14 条 老人クラブは，補助金の返還を命ぜられ，これを納期限までに納付しなかった 

 ときは，当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ，その未納付額（その一部 

 を納付した場合におけるその後の期間については，当該納付金額を控除した額）につ 

 き旭川市公法上の収入徴収に関する条例（昭和２７年旭川市条例第１６号）の規定に 

 より算出した延滞金を市に納付しなければならない。 

 （書類の整備） 

第 15 条 老人クラブは，費用の収支その他活動に関する次の各号に掲げる書類及び帳簿 

 を備え，これを整備しておかなければならない。 

 (1) 会員名簿 

 (2) 現金出納簿及び支出を証する書類の綴り 

 (3) 老人クラブの活動状況を記録した書類 

 (4) 予算書及び決算書 

２ 老人クラブは，前項の書類及び帳簿を補助事業の完了の日の属する年度の翌年度の

初日から５年間保存しなければならない。 

 （調査及び報告） 

第 16 条 市長は，補助の適正を期すため，必要があるときは老人クラブに対して事業内 

 容を報告させ，又は必要な調査をすることができる。 

２ 前項に規定する報告等に基づき，補助事業が補助金の交付の決定の内容に従って遂 

 行されていないと認められるときは，当該老人クラブに対し，その理由を提示して， 

 決定の内容に従って遂行するよう指示するものとする。 

 （財産の処分制限） 

第 17 条  老人クラブは，補助事業により取得した財産で次に掲げるものを市長の承諾を 

 受けないで補助金の交付目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保 

 に供してはならない。ただし，旭川市老人クラブ連合会が補助金の全部に相当する額 

 を返還した場合，又は補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数（減価償却資産の 

 耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）等を勘案して定める期間） 

 を経過した場合は，この限りでない。 

 (1) 取得価格が２０，０００円以上（税抜）の物品 

 (2) その他市長が必要と認めるもの 

 （委任） 

第 18 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

    附 則 

１ この要綱は，平成１０年４月１日から施行する。 

２  旭川市老人クラブ助成事業運営要綱（昭和５６年４月１日施行）は，廃止す 

 る。 

３  この要綱の施行の際現に廃止前の旭川市老人クラブ助成事業運営要綱の５に 

 より新設認可申請書を市長に提出し，決定を受けた活動中の老人クラブについ 



 ては， 第２条の規定を満たしたものとする。 

    附  則 

 この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は，平成１４年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は，平成１６年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は，平成１７年４月１日から施行する。 

    附  則 

 この要綱は，平成２１年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は，平成２２年６月１１日から施行し，同年４月１日から適用する。 

   附  則 

 この要綱は，平成２８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

旭川市老人クラブ運営基準 

 

 

№ 

 

項目 

 

基  準 

 

 １ 

 

 

 

 目的 

 

 

 

   老人クラブは，高齢者の知識及び経験を生かし，生きがいと健康づくりのた

めの多様な社会活動を通じ，高齢者の生活を健全で豊かなものとするとともに

明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。 

 

 ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 会員の年齢は，おおむね６０歳以上とする。ただし，高齢者の社会活 

 動の円滑な展開に資するため，６０歳未満の会員の加入を妨げないもの 

 とする。 

(2) 会員の構成は，クラブ活動が円滑に行える程度の同一小地域内に居住

する者で組織するものとする。ただし，同一小地域で組織することが困

難な場合は，当該小地域を越える区域における組織化を妨げないものと

する。 

(3) 会員の数は，おおむね３０人以上とする。ただし，地理的条件など特 

 別な事情がある場合は，この限りではない。 

 

 ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 老人クラブは，定期的に会合を開くほか，会員による民主的な運営に 

 努めるものとする。 

(2) 老人クラブに，会員の互選による代表者１名を置くとともに，必要に 

 応じてその他の役員を置くことができるものとする。なお，役員の選考 

 に当たっては，年齢，男女別を問わず，適任者の選任に努めるものとす 

る。 

(3) 老人クラブは，会員から定期的に納入される会費をその活動費に充て 

 るものとする。 

 

 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

 活動 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 老人クラブは，会員相互の親睦を図るとともに，生きがいを高める各 

 種活動や健康づくりを進める各種活動，ボランティア活動をはじめとし 

 た地域を豊かにする各種活動その他社会参加活動を総合的に実施するも 

 のとする。 

(2) 老人クラブの活動は，年間を通じて恒常的かつ定期的に行うものとし 

 その活動には，おおむね半数以上の会員が参加するものとする。 

 

 

 

 



別表第２（第４条関係） 

 

１ 人数基本額 

  各老人クラブの会員数に応じ，次に定める金額を基準額とする。 

 

会 員 数 

 

基 準 額 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ５０人以下        

 

 ３３，０００円  

 

   ５１人～１００人  

 

 ３９，０００円  

 

 １０１人～１５０人  

 

 ４５，０００円  

 

 １５１人～２００人  

 

 ５１，０００円  

 

 ２０１人以上        

 

 

 ５７，０００円  

 

補助金額の基準となる会員数の基準日は，補助金交付申請年度の４月１日と

する。ただし，新設老人クラブについては認可申請日の属する月の初日を基準

日とする。 

 

２ 活動加算額 

  各老人クラブにおける地域を豊かにする活動の実施状況に応じ，次に定める額を基

準額として人数基本額に加算する。 

 

 地 域 を 豊 か に す る 活 動 

 

活 動 区 分 

 

  基 準 額 

 

○健康増進活動 

 原則，会員以外へも参加勧誘の呼びかけを行

う，健康増進を目的とした活動 

 

 Ａ：定例的な活動 

 

 ３，０００円 

 

 Ｂ：特別な活動 

 

 ３，０００円 

 

○友愛活動 

 地域の高齢者やその家族を支援する，友愛を

目的とした活動 

 

 Ａ：定例的な活動 

 

 ３，０００円 

 

 Ｂ：特別な活動 

 

 ３，０００円 

 

○社会奉仕活動 

  住みよいまちづくりを目指す，社会奉仕を目

的とした活動 

 

 

 Ａ：環境美化活動 

 

 ３，０００円 

 

 Ｂ：その他の活動 

 

 

 ３，０００円 

 



 


